
0120-520-151
パートナーサポート24カスタマーセンター

ご利用上の注意あなたの暮らしを見守る 24時間安心サポート

パートナーサポート24

届
け
た
い
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が
あ
る

「Skype」にて
手話対応が可能
になりました。

21ヶ国語 時間24
対応

SkypeID
pv_info

21ヶ国語で通訳できます。Interpretation is available in 21 languages.  

外国語
対応いたします。
※外国語対応は、安心サービスのみとさせていただきます。

【手話対応時間】

左記アカウントを「Skype」にて検索いただき、
連絡先追加の上ご利用ください。

8：00～21：00



本サービスは、不動産管理会社(以下「管理会社」といいます)が管理受
託する賃貸用物件(以下「管理物件」といいます)の賃借人様およびそ
の同居人様(以下総称して「入居者様」といいます)のための対象物件
における騒音、ゴミ出しマナー違反等の共用部・近隣におけるトラブル
の解決支援サービスの提供等を内容とします。ただし、対象物件の所
在地、管理会社と弊社との委託内容その他の理由により、一部のサー
ビスの提供を行えない場合があります。

1.本サービスは、対象物件の入居者様のみが利用することができま
す。対象物件と異なる物件では利用することができません。
2.本サービスの利用には、対象物件について管理受託している管理会
社が、弊社と本サービスの利用契約を締結している必要があります。同
契約が解約等により終了した場合や、対象物件について他の管理会社
に管理移管等が発生し、対象物件が同契約の対象外となった場合等
は、本サービスの提供が終了します。

本サービスの提供期間は、入居者様の対象物件の賃貸借契約期間中
となります。ただし、前条２項の場合はこの限りではありません。

1.本サービスの受付時間は、別途パンフレット等で入居者様にご案内
する内容とします。
2.入居者様は、本利用規約、カタログ、パンフレット等に記載された
内容に従って自らの責任と負担によりサービスを利用するものとし
ます。なお、利用に際し、入居者様は本利用規約の内容を承諾したも
のとします。

1.入居者様は、別途管理会社との間の契約に従い、本サービスの利用
料として所定の金額を支払うものとします。その支払方法等について
は当該管理会社との間の契約に従うものとします。
2.前項の支払いを怠った場合、管理会社からの依頼等に基づき、弊社
または弊社の業務提携先は本サービスの提供を中断、停止することが
あります。

弊社は、本サービスについての業務の一部を外部に委託することが
あります。

1.弊社は、本サービスの提供にあたって、弊社の責めに帰すべき事由
により入居者様に損害を与えた場合、入居者様に対して当該損害の賠
償をいたします。
2.弊社に対して損害の賠償を請求する場合、入居者様は損害の発生
の事実を知った後、遅滞なく弊社に対して通知し、弊社は現場確認や
公的機関等から発行された証明書等により損害を確認したうえで、損
害賠償を行います。入居者様がこの通知を怠った場合は、賠償に関す
る諸手続きが行えない場合があります。
3.弊社が賠償する損害の範囲は、弊社に故意または重過失がある場合
を除き、お客様が直接かつ現実に生じた通常の損害のみを対象とし、
逸失利益、間接損害、特別損害は対象になりません。また、賠償額は、弊
社に故意または重過失がある場合を除き、第５条により入居者様がお
支払いいただいた1年分の本サービスの利用料金額を限度とします。

1.弊社は入居者様の個人情報をホームページ等に記載の「個人情報
取扱規程」に基づき取り扱います。入居者様の個人情報の利用目的に
ついては、「個人情報の取り扱いについて」に記載のとおりとします。
2.弊社は、本サービスの提供につき弊社が提携している事業者及び弊
社が本サービスに関する業務を委託している事業者に対し、必要な範
囲で個人情報を提供、開示する場合があります。この場合、弊社は提携
先または委託先との間で取り扱いに関する契約を結ぶ等、適切な措置
を講じます。

入居者様は弊社の同意なしに本サービスに関する権利・義務を第三者
に譲渡できません。

弊社は、本サービスの提供について、サービス継続に必要な場合また
は経済情勢の変動等やむをえない事情が生じた場合は、入居者様の承
諾または事前予告なしに内容を変更し、提供を停止することができる
ものとします。

弊社は、以下各号に定める場合で本サービスの全部または一部の提供
を継続できないと判断したときは、本サービスの提供を停止します(特
定の入居者様に対する提供のみ停止する場合を含みます。以下停止
の対象となるサービスを本条において「当該サービス」といいます。)。
停止期間中、弊社は当該サービスの提供についての義務を免れるもの
とし、弊社の故意または重過失による場合でない限り、停止に起因する
損害について責めを負わないものとします。
①天災地変、戦争、暴動、内乱、争議行動その他不可抗力による場合
②入居者様が暴力団、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成
員、または準構成員であることが判明した場合
③入居者様が本サービス利用時において、弊社、当該サービスの提供
者またはそれらの提携先等(以下「弊社等」といいます)に対して、電話
を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁にかける等の行為を行い、弊社
等の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
④システムおよび電気通信設備障害·停電、本サービスに係るシステ
ムおよび電気通信定期点検または緊急に行う保守点検
⑤入居者様の対応、態度、行動等から判断し、弊社等が適正に当該
サービスを提供することが困難であると判断した場合
⑥本サービスを行う際に、弊社等の社員及び第三者の生命、身体、財
産その他の権利利益が侵害された場合
⑦暴言・暴力やセクシャルハラスメント等、弊社等のサービススタッフ
の人格等を傷つける行為や言動があったときまたは、あったと弊社等
が認めた場合
⑧入居者様が弊社に届け出た情報に虚偽が含まれていることが判明
した場合
⑨パンフレット、WEBページ等に記載されている内容を超えるサービ
スの提供を求める行為が認められた場合
⑩その他、弊社等が本サービスの提供を継続することが不適切と判断
する行為

1.入居者様は、次の各号の事項を確約します。
①自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者ま
たはその構成員(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと
②自らが反社会的勢力ではなかったこと
③反社会的勢力を利用しないこと
④反社会的勢力と交際がないこと
2.弊社は、入居者様が前項の確約に反する事実が判明した場合には、
書面にて通知を行うことにより、何らの催告も行うことなく、本サービ
スの提供を中止することができます。
3.前項の規定により本サービスの提供が中止された場合でも、弊社
は、中止により入居者様に生じる損害について、賠償責任を負いま
せん。

本規約は、入居者様からの個別の同意を得ることなく変更されるこ
とがあります。ただし、本規約の変更は、民法第548条の4の定め
に基づき、効力発生時期を定め、ホームページヘの掲載、入居者様
への通知、その他の適切な方法により変更内容を周知したうえで
行うものとします。

入居者様と弊社は、本規約に定めのない事項については、法令に従う
ほか、誠意をもって協議いたします。

本規約または本サービスに関連する一切の紛争については、東京地方
裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす
るものとします。

第１条(本サービスの内容) 

第１１条(本サービスの停止、免責事項等)

第１２条(反社会的勢力の排除)

第１３条(利用規約の変更)

第１４条(協議事項)

第１５条(管轄合意)

第２条(本サービスの利用条件)

第３条(提供期間)

第４条(利用に関する留意事項)

第５条(本サービスの利用料金)

第６条(再委託)

第７条(損害賠償)

第８条(入居者様情報の取り扱い)

第９条(権利譲渡の禁止)

第１０条(本サービスの変更等)

共用部・近隣トラブル対応サービス利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社Casa(以下「弊社」といいます)が提供する会員制サービス
『共用部・近隣トラブル対応サービス』(以下「本サービス」といいます)の利用に関するルールを定めるものです。



地域、天候および作業内容により、スタッフがすぐに出動できない場合や、お客様宅へ到着するまでに時間を要する場合もございます。
※1次対応とは、部品を必要としない60分以内の簡単な修理を指します。※建物共有部のトラブル、災害や気候を原因とするトラブルはサービス対象外になります。

安心サービス 0120-520-151
●ご利用・お問合せ (24時間365日受付)

お部屋にまつわる
様々なトラブルに24時間
365日駆付けます！ 音声ガイダンスに従い、WEBまたはオペレーター通話いずれかの

受付方法をお選びください。

万が一の時でも自転車の修理代をバックアップ 空き巣被害等、万が一の時

「久しぶりに自転車に乗ったらパンクしてしまっていた…！」「チェーンが
外れてしまった！」よくある自転車トラブル(パンク・チェーン外れ・鍵故
障)に自転車修理補助金(上限2,000円まで)を1回バックアップいたし
ます。

自転車修理補助金サービス 再入居費用サポートサービス

もし自分の部屋が空き巣被害に遭ったら！同じ部屋に住み続けるのは
嫌ですよね。通常は引越し費用や敷金・礼金が入居者様負担となってい
るのが現状です。入居者様の費用負担を少しでも軽減するため、お見
舞金10万円を１回バックアップいたします。

●原因箇所が共用部分に及ぶ場合、簡
単な修理を超える工事・部品を必要と
する場合は、別途ご相談のうえ2次対応
を承ります。※但し、管理会社、オーナー
様へのご了承を得ていただく場合が
ございます。●詳しくは「パートナーサ
ポート24」カスタマーセンターへお問い
合わせください。

●ガラス交換サービスについては、保険
金充当が優先されますので、詳しくは
「パートナーサポート24」カスタマーセン
ターでご確認ください。●特殊ガラスの
交換には、日数をいただく場合がありま
す。 ●詳しくは「パートナーサポート24」
カスタマーセンターへお問い合わせくだ
さい。

●トラブル内容によっては、ガス会社、
メーカー対応となる場合があり、その
場合の費用はお客様負担となります。
●詳しくは「パートナーサポート24」カス
タマーセンターへお問い合わせくだ
さい。

●共用部分はサービス対象外です。 ●特
殊開錠作業や部品交換が必要になった
場合の費用はお客様負担となります。●
詳しくは「パートナーサポート24」カスタ
マーセンターへお問い合わせください。

●トラブル内容によっては、直接電力
会社、メーカー対応となる場合があり、
その場合の費用はお客様負担となりま
す。●吹き抜け等の高所作業にかかる
足場の料金はお客様負担となります。
●詳しくは「パートナーサポート24」カ
スタマーセンターへお問い合わせくだ
さい。 

●原因箇所が共用部分に及ぶ場合、
簡単な修理を超える工事・特殊部品を
必要とする場合は、別途ご相談のうえ
2次対応を承ります。※但し、管理会社、
オーナー様へのご了承を得て頂く場合
がございます。詳しくは「パートナーサ
ポート24」 カスタマーセンターへお問
い合わせください。 

水まわりの
　トラブル！

ガス設備の
　トラブル！

ガラスの
　トラブル！ 電気の

　トラブル！

建具の
　トラブル！

鍵の
　トラブル！

建具のトラブル駆付け

水まわりのトラブル駆付け 玄関鍵のトラブル駆付け

電気のトラブル駆付けガラスのトラブル駆付け

ガス器具のトラブル駆付け

急なご要望にもサービススタッフが
駆付けます。

玄関鍵の紛失等の時に開錠作業を
いたします。

「蛇口の水漏れ」などのトラブルに
応急対応いたします。

「ブレーカーが落ちた」などの
トラブルに応急対応いたします。

「ドアの閉まりが悪い」などの
トラブルに応急対応いたします。

「コンロが点火しない」などの
トラブルに応急対応いたします。

●ご利用
お問合せ

●ご利用
お問合せ

TELTEL
（平日9:00～18：00） （平日9:00～18：00）
092-532-4010 092-532-4010

2,000 10上
限

万
円

駆付け・1次対応

開錠作業時には、現住所記載の公的
顔写真入り身分証明書にて本人確
認させていただきます。
※本人確認できない場合は、警察・管理
会社などの立ち合いが必要になります。

特　典 特　典

特　典 特　典

特　典 特　典

自転車修理補助金 お見舞金

駆付け・1次対応

無料

駆付け・1次対応

無料

駆付け・1次対応

無料

駆付け・1次対応

無料

駆付け・1次対応

無料

無料
5,000

30,000

ガラス交換サービス
（利用期間中1回）

（利用期間中1回）

開錠不可の場合
宿泊補助金

ご利用の際の注意事項

トラブル発生率

ご利用の際の注意事項

トラブル発生率

ご利用の際の注意事項

トラブル発生率

ご利用の際の注意事項

トラブル発生率

ご利用の際の注意事項

トラブル発生率

ご利用の際の注意事項

トラブル発生率

（開錠）

円

円

円分まで



生活便利サービス 身のまわりの“あったらいいな”の
サポートプログラムをご用意しました。
※生活便利サービスは、エリアによってはご希望に添えない場合がございます。
※具体的なサービス利用につきましては、専門会社の利用規約ないし、利用条件に従ってください。

特別価格特別価格

特別価格特別価格5%OFF10%OFF

ご自宅まで引取りに伺
い、クリーニングしてお
返しします。

プロの
ハウスクリーニング

出張
パソコンサポート

管球交換

宅配クリーニング

エアコンの
クリーニング

福祉・介護用品
レンタル・販売

10%OFF 10%OFF 特別価格

特別価格 詳細はご相談ください 詳細はご相談ください

「お部屋の掃除をプロに頼みたい！」 「インターネットが接続できない…」
「ちょっとしたことでも自宅で教えてほしい！」

「忙しいからクリーニングを頼みに行けない…」

「天井の蛍光灯交換が大変で…」 「プロの手により徹底洗浄！」 「車椅子を借りたいのだけど…」

専門スタッフがご自宅ま
で伺い、パソコントラブ
ルにアドバイスいたしま
す。

フローリングのワックス
掛けや換気扇掃除など、
掃除のプロが徹底的に
対応します。

「車椅子を借りたい…」
「介護用品の相談をした
い…」そんな時は、お電
話ください。専門会社が
様々な介護用品を取り揃
えて、ご対応いたします。

自分ではお掃除できな
いエアコン内部の溜まっ
たホコリ除去や外装パネ
ルの拭き上げなど、エア
コンのクリーニングを行
います。

ロフトの上の電球に手が
届かない、交換の仕方が
分からない、などに電球
交換などを行うサービス
スタッフが対応いたしま
す。

その他サービスも専門会社へ紹介・取次いたします。

ふとん丸洗い・乾燥 レンタル用品 靴・バッグの修理・クリーニング 家具移動 ベビーシッターのご紹介

家事代行 便利屋サービス 網戸の張替え 宅配食 夜間の見守り
(夜間滞在12時間パック)

10%OFF

特別価格 特別価格 特別価格
※サービス内容の詳細は、パートナーサポート24カスタマーセンターに必ずお問合せください。

パートナーサポート 24カスタマーセンター 0120-520-151お問合せ
音声ガイダンスに従い、WEBまたはオペレーター通話いずれかの受付方法をお選びください。

特  典 特  典 特  典

特  典 特  典 特  典

シニア セキュリティハウスキープ ライフサービス ペット

特　典 特　典

2枚
以上で

特　典 特　典特　典

特　典 特　典特　典 特　典特　典

取次 取次 取次 取次 取次

取次 紹介 紹介 取次 取次

手配 手配 手配

手配 手配 取次

共用部・近隣のトラブル お問合せ TEL: 050-5530-2419
住環境の改善をサポート

ご相談者様から状況を詳しくお伺いし、トラブルの原因へアプローチ。
ご相談者様へ対応結果をご報告いたします。 （ 平日9~18時受付｜土日祝日、年末年始除く ）

共用部・近隣のトラブル

●隣部屋のTVの音がうるさい

●ベランダでタバコを吸う
　人の煙の臭いが気になる

騒音・
たばこ

●ゴミ収集の曜日を守らない
　人がいる
●ゴミ置き場に放置されている
　ゴミがある

ゴミ出し
マナー

●持ち主不明の自転車が
　駐輪場に放置されている

●自分が契約した駐車場に
　知らない車が止まっている車両・私物

の放置

●共用部の廊下の電球が
　切れている

共用灯の
交換

●エントランスの電灯が
　つかない



生活相談ダイヤル 生活の中で発生するトラブルについて
年３回まで無料で相談できます。
ご相談内容によっては、相談時間の指定がある場合がございます。詳細は
パートナーサポート 24カスタマーセンターまでお問い合わせください。

ペット相談

健康相談

メンタルケア相談 法律相談

年金・税金相談 葬儀相談

会員様専用お問合せ

音声ガイダンスに従い、WEBまたはオペレーター通話いずれかの
受付方法をお選びください。

上記アカウントをSkypeにて検索いただき、連絡先追加の上ご利用ください。

0120-520-151
手話対応ご希望
の方はこちら

パソコン基本操作 マタニティ・育児相談

医療相談 ストーカー対策相談

食生活相談

相続相談

夜間・休日医療機関紹介 近隣トラブル相談 介護相談

盗聴・盗撮被害の相談 架空請求・
振り込め詐欺被害の相談

SkypeID pv_info

パートナーサポート24

「パソコンの機能や使用方
法がよく分からない」「パソ
コン用語が分からない」・・・
パソコンに関する分からな
いことはお気軽にお電話く
ださい。専門スタッフがアド
バイスいたします。

「初めての出産で不安…」「育
児が大変で…」楽しいこと、嬉
しいこともあるけれど、子供 
（命）を育てるのはすごく大変
なことでもあります。悩んだ
時はお気軽にお電話くださ
い。相談員がお応えします。

愛する家族の一員だから大
切にしたい！犬のしつけ・ケ
アの仕方、健康管理など、獣
医さんには聞きづらい小さ
なことでもご相談ください。
専門スタッフが丁寧にアドバ 
イスいたします。〈※予約制〉

「メタボリックが心配で…」 
他人にはちょっと話しづら
い…でも電話なら気軽に相
談できるのでは?」
健康に関するお悩みがある
時は、ご相談ください。相談
員がお応えします。

「セカンドオピニオンについ
て相談したい…」「専門用語
が多くてよく分からない…」
そんな医療についての
ちょっとした疑問から不安
な事に、相談員が丁寧にお
応えします。〈※予約制〉

「元交際相手から嫌がらせ
のメールが届いて困ってい
る…」などのストーカー被害
についてのお悩みはお電話
ください。専門スタッフがア
ドバイスいたします。

「仕事での人間関係での悩
みがあって…」、「将来に対
して不安がある」、「誰かに
話を聞いてもらいたいだけ
だけど…」。様々な心の悩み 
相談に専門スタッフがアド
バイスいたします。

「クリーニング業者が洋服を
紛失したが、賠償請求は出
来ますか?」などの身近な
トラブルのご相談を含め、法
律問題でのご相談はお電話
ください。弁護士が対応い
たします。〈※予約制〉

「カロリー計算について知り
たい！」「食生活を見直した
いのだけど…」生活の基本
となる「食事」についてのご
相談があればお電話くださ
い。専門スタッフがアドバイ
スいたします。

「相続税について知りたい」 
「生前相続対策について聞
いてみたい」複雑な問題に
ついて、分からないことが
あればお電話ください。専
門スタッフがアドバイスい
たします。〈※予約制〉

安心な暮らしのために知っ
ておきたい。複雑な年金や
税金について相談したい
…。大切な年金や各種税金に
ついて、相談員がお応えしま
す。〈※予約制〉

日常のちょっとした仏事の
ご相談から、もしもの葬儀に
関するマナーや、地域ごと
のしきたりの違いなど、必要
な知識について分からない
ことはご相談ください。 

「夜間に子供が発熱…」「近
隣で対応できる病院を教え
てください。」夜間・休日の
医療機関についてのご相談
はお電話ください。相談員
がお応えします。

「隣の住人の夜中のピアノ
がうるさい!」「近隣住民との
トラブルで悩んでいる」など
の近隣トラブルについての 
お悩みは、お電話ください。 
専門スタッフがアドバイス
いたします。

「誰にも話した事のない情報
を他人が知っている」「盗聴
されている気がして不安
だ…」そんな盗聴・盗撮被害
についてのご相談に、専門
スタッフがアドバイスいたし
ます。

「身に覚えのない請求が届
いた」「ネットサーフィンし
ていたら、高額請求画面が
表示された」などの不安が
ある場合、お電話くださ
い。専門スタッフがアドバ
イスいたします。

初めて介護に直面したとき
…誰もが不安です。介護に
関する知識や、煩雑な各種
手続きについて等、介護に
関しての悩みはお気軽にお
電話ください。相談員がお
応えします。〈※予約制〉
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第１章　総則
第１条（規約の適用）
１．この規約は、株式会社シ－ド・コ－ポレ－ション(以下｢当社｣という)
が提供する「パートナーサポート２４」（以下｢本サ－ビス｣という）の提
供及びその利用に関する規約（以下「利用規約」という）を定めるもの
です。
２．利用規約は、民法５４８条の２第１項に定める定型約款に該当し、利
用規約に定める事項は、経済情勢その他諸般の事情の変化その他相
当の事由があると認められる場合には、民法５４８条の４の定型約款の
変更の規定に基づいて変更するものとします。
３．前項による利用規約の変更は、変更後の利用規定の内容を、当社
ホームページ、店頭表示、その他相当の方法で公表し、公表の際に定め
る１カ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
４．利用者は、利用規約の内容に同意したうえで本サービスへの入会
を行ったものとし、利用規約の内容に同意したうえで本サービスの利
用をするものとします。
第２条（定義）
１．「利用者」とは、利用者が居住する住居を管理する不動産会社等（以
下「不動産会社」という）が指定をし、当社が利用を承諾した者(個人)を
言います。なお、当社の承認は不動産会社から利用者の個人情報等を
受領することにより行うこととします。また、利用規約の利用者への明
示は不動産会社が行います。
２．「サービス対象物件」とは、利用者が本サービスの提供を受ける住
居として不動産会社が指定した住居をいいます。サービス対象物件
は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲（但し、何れの形態においても本
サービスを受けられるのは専有部室内に限る）を問いません。
３．利用者には「個人利用者」と「法人利用者」があります。「法人利用
者」は、法人が本サービスの対象物件を社宅等として利用することを
目的に当社へ法人名義で本サービスの申込み（１社宅１室につき１申
込み）を行い、当該法人の役員・従業員・その他の使用人等（個人）が本
サービス対象物件に入居する場合に限ります。「法人利用者」はあらか
じめ不動産会社から指定があり、当社が利用を承諾した者（個人）（以
下「サービス対象者」という）に限ります。 
第３条（本サ－ビスの利用及び種類）
１．利用者は、利用規約、これに関連する諸規程、当社が発行するパン
フレット等の記載内容（以下「利用規約等」という）の定めるところに従
い本サ－ビスを利用することができます。
２．サービス対象者も利用者と同様に本サ－ビスを利用できるものとし
ます。但し、利用規約等に特段の定めがある場合はこの限りではありま
せん。
３．利用者は、サービス対象者が本サ－ビスを利用する場合において
は、サービス対象者に利用規約等を自らが遵守させる義務を負うもの
とします。
４．利用者及びサービス対象者が本サ－ビスを利用する場合、当社が
必要と判断する利用者本人又はサービス対象者の個人情報（名前、生
年月日等）の提示(告知)、場合によっては顔写真付きの公的機関発行
の証明書（但し、証明書に登録されている住所が本サ－ビス対象物件
所在地と一致していること）の提示が必要です。
５．本サービスの個々の内容、利用方法や利用時間等は、不動産会社
が紹介します。
６．聴覚障がいをお持ちの利用者は、Skype（スカイプ）を利用した遠
隔手話通訳サービスにて本サービスの利用が可能です。利用可能時
間は午前８時から午後９時までです。詳しくはパンフレットの案内文書
をご覧ください。
第４条（譲渡禁止）
利用者は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の
担保に供することはできません。
第５条（本サービスの利用料金）
１．利用者は、本サービスの利用にかかる不動産会社所定の金額を不
動産会社に支払うこととします。
２．利用者が前項の不動産会社への支払いを滞っている期間は、本
サービスは受けられません。
第６条（本サービス有効期間）
１．本サ－ビスの有効期間は、不動産会社が指定した日をもって開始
し、不動産会社が指定した日をもって終了します。
２．利用者が居住している住居がサービス対象物件でなくなった場合
はその日をもって、本サービス有効期間は終了します。
第７条（登録情報変更の届出）
１．利用者は、連絡先等当社又は不動産会社に届出している内容（以
下｢登録情報｣という）に変更があった場合は、当社所定の方法で速や
かに変更手続きを取るものとします。
２．前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などによる登録
情報の不備で、利用者が不利益を被ったとしても、当社は如何なる責
任も一切負いません。
３．利用者は、登録情報に変更がある場合にその届出を行わなかった
時は、本サ－ビスを受けられない場合があります。
第８条（利用者資格の取消）
利用者が次のいずれかに該当した場合、当社は利用者に通知・承諾な
く、利用者資格を取り消すことができるものとします。
（１）当社又は不動産会社に虚偽の申告をした場合
（２）利用規約等に違反した場合
（３）不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サ－ビス業務に支障
をきたした場合
（４）その他、当社が利用者として不適格と判断した場合
第９条（反社会的勢力の排除）
１．利用者は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたって
も該当しないことを確約するものとします。
（１）暴力団
（２）暴力団員
（３）暴力団準構成員
（４）暴力団関係企業
（５）総会屋等
（６）社会運動等標ぼうゴロ
（７）特殊知能暴力集団等
（８）その他（１）～（７）に準ずるもの。
２．利用者が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合に
は、当社は利用者に対して、当該事項に関する報告を求めることがで
き、当社がその報告を求めた場合、利用者は当社に対し、合理的な期
間内に報告書を提出するものとします。
３．当社は利用者が本条第１項の規定に違反している疑いがあると認
めた場合には、利用規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止す
ることができ、この場合、利用者は、当社が利用再開を認めるまでの
間、本サービスの利用ができないものとします。また、サービス開始後
に本条第1項の何れかに該当することが判明した場合には、利用者
は、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払う
ものとします。この場合、当社は直ちに利用者資格を取り消すものと
し、且つその場合当社に生じた損害を利用者が賠償するものとします。
第１０条（個人情報の収集・保有・利用について）
１．当社は、利用者の個人情報の取り扱いについて以下のとおりとします。
なお、個人情報のお問合せ先の詳細については、当社のホームページ
（プライバシーポリシー）https://seed24.jp/privacy/（当社がその
URLを変更した場合は、変更後のURLとします。）をご確認ください。
（１）当社は、本サービスの申込み又は利用等を通して知り得た利用者
の個人情報（以下｢個人情報｣という）について、個人情報保護法の諸
規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって適正に管理します。
（２）利用者は、当社が以下の利用者等の個人情報を所定の方法で取
得し、利用することに同意します。サービス対象物件入居日又は本
サービス開始日、利用者の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯
電話番号、メールアドレス、職業、家族構成、ペットの保有の有無、車の
保有の有無、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、
サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス
対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者（利用者）と賃貸
借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約
者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他当社が必要
と判断した事項等。
（３）利用者は、当社が本サービスの利用者への提供にあたり、以下の利
用者の個人情報を当該委託先、提携先及びサービス提供会社（以下「提
供会社」という）に提供することをあらかじめ同意するものとします。
サービス対象物件入居日又は本サービス開始日、利用者の氏名、性

別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、職業、家
族構成、ペットの保有の有無、車の保有の有無、本サービスの停止・解
除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービ
ス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、
本サービス申込者（利用者）と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸
借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃
貸借契約者号室。その他当社が必要と判断した事項等。
（４）利用者は、当社が次の場合において個人情報を利用することにあ
らかじめ同意するものとします。
①本サ－ビスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、もしくは改
善等に役だてるための各種アンケ－トの実施
②本サ－ビスの業務遂行にあたり当社は第三者に業務を委託する場
合があり、この場合業務遂行に必要な範囲で、提供会社への利用者等
の個人情報の提供
③個人又は公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があると当
社が判断したとき
④本サ－ビスの運営維持のため、又は当社の権利又は財産保護等に
必要不可欠と判断したとき
⑤申込承認作業および本サービスの提供ならびに問合せ対応のため
⑥本サービスに関する情報を通知するため
⑦当社及び提供会社が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内
のため
⑧本サービスの本来的・付帯的な機能・サ－ビス等の提供又は利用者
の依頼に基づきサ－ビス提供のため、提供会社との間で取次ぎをする
場合
⑨その他、当社が利用者のために必要と適正理由によって判断したとき
（５）当社は、利用者又はその代理人から、利用者の個人上の利用目的
の通知を求められた場合、又は利用者の個人情報の利用の停止、消
去、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社の定める所定の
手続きに従ってこれに応じることとします。
（６）当社への個人情報の提供は任意によるものですが、当社が必要と
判断する個人情報をご提出いただけない場合、当社が提供するサー
ビスをご利用いただけない場合があります。
（７）利用者より提供があり当社が取得した個人情報は、利用者の同意
を得ることなく第三者へ提供することはありません。但し、警察署や裁
判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除
きます。
第１１条（免責）
１．当社は、利用者が本サ－ビスの利用によって生じた利用者の損害
（他者との間で生じたトラブル等に起因する損害等を含む）等につい
て、当社に故意・重大過失がある場合を除き、如何なる責任も一切負い
ません。
２．利用者がその利用期間中に本サ－ビスを利用できなかったことに
よる不利益の発生等に関する場合も前項と同様とします。
３．本条第１項及び前項の規定にかかわらず、当社の重過失によって生
じた損害であっても、利用規約等の違反等、利用者の責めに帰すべき
事由により生じた損害等については、当社はその責めを免れるものと
します。
４．利用者は本サ－ビス利用の際、電話、携帯電話などの機種や諸設定
が適応する方を対象とし、この条件に該当しない方の動作結果や利用
者側の何らかの不具合によって、本サ－ビスが正しく機能しない場合、
当社はその責めを免れるものとします。
５．情報の利用について、これを利用者に強制するものではなく、利用
した責任は利用者に帰属するものとします。
６．当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サ－ビス
の提供を拒否または中止する場合があります。
第１２条（内容の変更・サービス提供の中止）
当社は、目的の遂行に必要な場合又はその他必要に応じて、利用者の
承諾又は利用者への事前通知なく内容を変更し、サービスの提供の一
部又は全部を中止できるものとします。また以下の場合は本サ－ビス
の提供を中断することができるものとします。
（１）天災地変（火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害等を含むがこれら
に限られない）、戦争、暴動、内乱、テロ行為、ストライキ、その他の不可
抗力
（２）システム障害・停電
（３）本サ－ビスに係わるシステムの定期的又は緊急に行う保守・点検
（４）その他予測できない事態
第１３条（分離可能性）
利用規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その
他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、
利用規約等の残りの規定または残りの部分はその影響を受けず有効
とします。
第１４条（管轄裁判所）
利用規約等に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、福岡
簡易裁判所又は福岡地方裁判所をもって第一審専属的合意管轄裁判
所とします。

第１５条（駆付サービス）
１．利用者は、次の各号のトラブルが生じたとき本サービス専用電話番
号を利用し２４時間３６５日緊急駆付のサ－ビス（以下「駆付サービス」
という）を依頼することができます。なお、地域やご依頼の作業内容、
天候状況によっては当社サービススタッフがすぐに出動できない場合
や、サービス対象物件へ到着するまでに時間を要する場合があります
ことを予めご承諾いただきます。
（１）鍵の紛失又は故障等、鍵のトラブル
（２）水まわりのトラブル
（３）ガラスの破損トラブル
（４）建具のトラブル
（５）電気・ガスのトラブル
２．前項のトラブルが生じたときの対応言語は、原則として日本語で
す。但し、場合によっては当社が提供する外国語での対応も可能です。
３．駆付サービスの緊急対応の定義は次の通りとします。
（１）初期駆付対応を｢一次駆付｣作業という（６０分以内の部品代を除
く作業代は無料）。
（２) 部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度の訪問及び作業を｢二
次駆付｣作業といい、その費用は利用者負担とする。
（３）６０分以内の作業であっても、玄関鍵の特殊開錠作業や部品交換
を要する作業、破錠を要する作業または訪問する当社サービススタッ
フ人数が２人以上の場合を 「二次駆付」作業といい、その費用は利用
者が負担するものとします。なお、破錠を行う場合は、利用者は賃貸人
又は賃貸代理人(管理会社)の承認を得たうえで当社にサービスを依
頼するものとします。
４．駆付サ－ビス（特に玄関鍵の開錠）を利用者が受ける場合、次の提
示が必要となります。
自動車運転免許、又は顔写真付きの公的機関発行の証明書（但し、証
明書に登録されている住所が本サ－ビス対象物件所在地と一致して
いること）
５．宿泊補助金サービス（以下「宿泊補助金」という）は、鍵の紛失若し
くは故障等、鍵のトラブルにおいての駆付サービス時に、開錠が出来
なかったことにより有料宿泊施設を利用した場合、発生した宿泊基本
料金のうち補助金として、最大５，０００円までを給付致します。
（１）給付条件
①宿泊補助金は、本サービスの有効期間の間１回の利用に限る（２回
目以降は対象外）
②利用宿泊施設の宛名、日付入りの領収書を、利用宿泊施設の退室手
続き(チェックアウト）を行った翌日から５日以内に当社へ提出すること
③当社所定の補助金申請用紙を、利用宿泊施設の退室手続き(チェッ
クアウト）を行った翌日から５日以内に当社へ提出すること
④当社サービススタッフが一次駆付を行った場合
⑤当社が適切と判断すべき合理的理由があること
（２）当社が、宿泊補助金給付対象であると判断した時は、当社は利用
者本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末まで
に宿泊補助金をお振込み致します。
６．ガラス交換サービス（以下「ガラス交換」という）は、ガラスの破損ト
ラブルにおいての駆付サービス時に、ガラス等の有料部品交換が発
生した場合、当該有料部品交換にかかる費用を最大３０，０００円分ま
で当社が負担致します。なお「有料部品交換」とは、破損したガラスを
同等のガラスに交換することをいいます。また、３０，０００円を超える
差額が発生した場合、差額分は、当社が指定する先に利用者が現金に

て支払うこととします。
（１）利用条件
①当社がガラス交換の対象であると判断した場合
②ガラス交換は、本サービス有効期間の間１回の利用に限る（２回目
以降は対象外）
③他保険会社等より当該事故による保険金等の支払いがなされない
こと（保険会社等から支払いがなされないことを当社が確認するため
に、利用者が加入している家財保険の契約内容等を、利用者自らお調
べの上当社へ必ずお聞かせ下さい）
④当社所定の補助金申請用紙を、該当日を含め当社指定先へ５日以
内に提出すること
⑤本号③、④の確認が当社においてなされていること
⑥当社サービススタッフが一次駆付を行った場合
⑦当社サービススタッフがガラス交換を行える場合（特殊なガラス等、
当社サービススタッフが同等のガラスを用意できない場合は、ガラス
交換サービスの対象外となります）
７．駆付サービスで作業を行った際に当社が必要と判断した場合、当
社からサービス対象物件の管理会社とその他関係各社へ当社所定の
方法で作業内容等を報告します。また、報告のため現場写真を撮らせ
ていただくことがあります。
第１６条（利用料金）
１．利用者は、駆付サービスを有効期間内において２４時間３６５日専用
のフリ－ダイヤルにて、無料で問い合わせができるものとします。但し、
利用規約第１５条第１項の場合で、同条第３項（１）に記載する時間を超
過したときの作業代金、同条同項（２）及び（３）に記載する部品交換や
特殊作業が必要になったときの部品代等や作業代金または訪問する
当社サービススタッフ人数が２人以上の作業代金については、利用者
が実費を負担するものとします。
２．前項の実費負担分の請求は利用者及びサービス対象者に対して行
います。但し、利用者及びサービス対象者が支払いを拒否する、又は、
支払いが出来ない状況にある場合には、当社は、その請求を利用者の
サービス対象物件賃貸借契約上の契約関係者に対して行います。
３．駆付サービスを受けた後に、二次駆付が必要となった場合、利用者
は賃貸人又は賃貸代理人（不動産会社）の承認を得た上で、別途有料
（作業料金・部品代）で当社にサービスを依頼することができます。
４．当社は、利用料金等の請求業務を、当社の指定する第三者に委託
することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。
第１７条（除外事項）
次の場合は、駆付サービスの対象外とします。
（１）建物共有設備におけるトラブル事案の場合
（２）午後９時以降午前９時までの時間帯における破錠による開錠の場合
（３）サ－ビス対象物件以外の住宅の作業の場合
（４）利用者が、利用者規約等に違反した場合
（５）利用者及びサービス対象者の故意及び重過失に起因するトラブ
ル事案の場合
（６）風災や火災などの自然災害、悪天候（気温の上昇低下を原因とす
る事象を含む）、暴動等に起因する場合
（７）その他、当社が不適切と判断した場合

第１８条（目的）
生活相談ダイヤルは、利用者の様々なトラブルに関して、必要な手続
きの案内や、専門家、行政機関、消費者保護団体等の紹介など、利用者
に対し、情報を提供し、利用者のトラブルの解決をサポートするものと
します。
第１９条(利用資格)
生活相談ダイヤルは、利用者及びサービス対象者に限り利用できるも
のとします。
第２０条（利用方法）
利用者は、利用規約等に記載された内容等に従って自らの責任と負担
により生活相談ダイヤルを利用するものとします。利用者専用カスタ
マーセンターの受付時間は２４時間年中無休とします。但し、生活相談
ダイヤルの提供時間はサービスの種類により異なります。
第２１条（サービス内容）
１．利用者から専用フリーダイヤルにて問合せがあった事項に関して、
下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行うものとし
ます。
（１）トラブルの解決のために必要となる必要措置等の案内。
（２）行政機関窓口、消費者保護団体、カウンセラー等の専門家の紹介
（３）その他、トラブル解決のサポートのために必要な情報
２．健康・医療相談に関しては、健康・医療・介護・育児・メンタルなどの
ご相談について保健指導の範囲でアドバイスを行うものであり、診療・
医療行為ではありません。病院情報や健康に関する情報をご提供する
サービスです。
３．以下の事項に関しては、サービスの対象外とします。
（１）恋愛・信仰など、精神的な価値観に関する事項
（２）法令や社会通念に反する事項
（３）その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
（４）その他、当社が対象外と判断した事項
第２２条（生活相談ダイヤルをご利用いただく際のご注意）
１．利用者は、本サービス有効期間内において、１年間に３回まで問合
せを行うことができます。
２.生活相談ダイヤルによる情報提供後の下記の費用については、利
用者の負担になります。
（１）書類申請等にかかる費用等
（２）弁護士・カウンセラー等と個別に相談を行う場合の報酬等
（３）その他、紛争解決のために発生する費用等
第２３条（免責）
１．生活相談ダイヤルから提供した情報は、利用者がトラブルを解決す
るための一手段であり、利用者に強制するものではなく、情報の利用
についての責任は、利用者本人に帰属するものとします。
２．当社は、生活相談ダイヤルからの情報に基づき、利用者又は第三者
に発生した損害（他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含み
ます）及びサービスを利用できなかったことにより、利用者又は第三者
に発生した損害について、故意又は重大な過失がない限り、損害賠償
等、いかなる責任も負わないものとします。

第２４条(目的)
生活便利サービスは、利用者の暮らしに役立つサービスの提供を目的
とします。
第２５条(利用資格)
生活便利サービスは、利用者及びサービス対象者に限り利用できるも
のとします。
第２６条（利用方法）
利用者は、利用規約等に記載された内容等に従って自らの責任と負担
により生活便利サービスを利用するものとします。利用者専用カスタ
マーセンターの受付時間は２４時間年中無休とします。但し、生活便利
サービスの提供時間はサービスの種類により異なります。
第２７条（禁止行為）
利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
（１）生活便利サ－ビスを営利目的で利用する行為、生活便利サ－ビス
を通じて営利を得る目的の行為
（２）利用規約等を逸脱する行為及びそれに類する行為
（３）生活便利サ－ビスに係わる個人・法人・団体を誹謗中傷する行為
（４）生活便利サ－ビスに係わる個人・法人・団体が保有する著作権、財
産権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害する恐れがある行為
（５）生活便利サ－ビスに係わる個人・法人・団体に不利益又は損害を
与える行為、又は与える恐れのある行為
（６）政治・選挙・宗教活動及び個人の思想による活動の一切と、それに
類する行為
（７）犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為、又はそれに関
連する行為
（８）法律に違反する行為又は違反の恐れのある行為
（９）その他、生活便利サ－ビス利用の一般的なマナ－やモラルを著し
く逸脱し、不適切と判断される行為
第２８条（提供の拒否）
以下の事由に該当した場合、当社は生活便利サ－ビスの提供を拒否す
ることができるものとします。
（１）利用者が、利用規約等に違反した場合

（２）利用者が、前条の禁止行為を行った場合
（３）当社が利用者として不適切と判断した場合
第２９条（問題解決）
利用者は、提供会社の過失、義務不履行により損害を受けた場合、自ら
の責任と負担において提供会社との間で問題解決にあたるものとし、
当社は一切責任を負いません。

第３０条（サービス内容）
本サービス有効期間中に利用者所有の自転車が破損し利用者が修理
費用を支払った場合、本制度に従って自転車修理補助金サービスとし
て修理補助金を給付する制度です。なお、給付金額は第３３条第１項
（１）③記載の自転車修理専門店の発行した領収書の金額又は２,０００
円のいずれか低い金額とします。
第３１条（自転車修理補助金給付条件）
自転車修理補助金（以下｢補助金｣という）給付の条件は以下の通りで
す。但し、本サービス加入期間が１年未満の場合は給付の対象にはな
りません。また、補助金は、次の全ての要件を満たしている場合に限り
給付されます。
（１）利用者自身の所有自転車を、自転車修理専門店にて修理したこと
（利用者自身が修理した場合は給付対象外とする）
（２）自転車修理専門店に修理を依頼する前に、当社へ報告していること
（３）補助金対象破損箇所は、タイヤ、鍵、チェーンに限る
（４）補助金の支払いは、本サービス有効期間の間１回の利用に限る（２
回目以降は対象外）
（５）当社が適切と判断すべき合理的な理由があること
第３２条（除外事由）
次の各号の、いずれかに該当する場合は、補助金は給付されません。
（１）利用者の所有ではない自転車の修理
（２）盗難被害
（３）戦争その他の変乱による破損被害
（４）地震、噴火、風水雪災害、その他の天災の影響のもとでの破損被害
（５）核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の発生の影響のもとでの破損被害
（６）前号以外の放射線照射又は放射能汚染による破損被害
（７）破損が無かった場合
（８）自転車修理専門店が発行した領収書の日付から数えて６日以上、
当社に報告しなかった場合
（９）利用者が、利用規約等に違反した場合
（10）利用者が、故意に自ら事故を起こした場合
（11）その他、当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合
第３３条（補助金請求の受付及び支払い）
利用者は自転車修理専門店が発行した領収書の日付の翌日から５日
以内に以下の各項の事項を当社に報告し、同領収書の日付の翌日から
７日以内に当社所定の申請書を提出しなければいけません。また、当
社は、補助金請求の受付業務及び当社が必要と判断した調査業務を
行います。
（１）当社の補助金申請受付時の確認事項
①住所、氏名、電話番号、性別
②修理が必要となった日時と詳細な状況
③自転車修理専門店が発行した領収書
（２）当社に対して補助金請求を行う場合、利用者は次の資料を添付し
なければいけません。
①当社所定の自転車修理補助金申請書
②自転車修理専門店が発行した領収書
③利用者の本人名義の金融機関口座番号等の情報
④その他、当社が必要と認める書類
（３）当社が、自転車修理補助金サービスの対象修理であると判断した
ときは、当社は利用者本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理
した月の翌月末までに補助金をお振込み致します。

第３４条（サービス内容）
本サービス有効期間中にサ－ビス対象物件で侵入盗難被害に遭い、
サ－ビス対象物件を侵入盗難被害にあった日から３ヶ月以内に転居す
る場合、本制度に従って再入居費用として見舞金１０万円を給付する
制度です。
第３５条（再入居費用給付条件）
本制度において、再入居費用（以下｢見舞金｣という）給付の条件は、以
下の通りです。但し、本サービス加入期間が１年未満の場合は給付の
対象にはなりません。尚、この制度は、次の全ての要件を満たしている
場合に限り給付される制度です。
（１）サ－ビス対象物件に対する第三者による侵入盗難被害が生じ、３ヶ
月以内に当該物件の引越しを完了し、且つ、他の転居先の賃貸借物件
との賃貸借契約の締結が完全に完了していること
（２）侵入盗難被害があった日から３ヶ月以内に、本サ－ビス対象物件の
解約手続きが完全に終了していること
（３）転居先の再入居物件が、当社指定の不動産会社の仲介・斡旋であ
ること
（４）見舞金の支払いは、本サービス有効期間の間１回の利用に限る（２
回目以降は対象外）
（５）当社が適切と判断すべき合理的な理由があること
第３６条（除外事由）
次の各号の、いずれかに該当する場合は、見舞金は給付されません。
（１）利用者の不在中に施錠されていなかった場合の侵入盗難被害、及
び利用者の故意又は重過失による侵入盗難被害、その他利用者の犯
罪行為や利用者の闘争行為による侵入盗難被害
（２）室外ベランダにおける盗難被害
（３）利用者及び利用者の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人、その
他、サ－ビス対象物件に出入りすることが可能な者が加担した行為に
よる侵入盗難被害
（４）利用者及び利用者の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人、その
他サ－ビス対象物件に出入りすることが可能な者が在宅中の侵入盗
難被害
（５）戦争その他の変乱による侵入盗難被害
（６）地震、噴火、風水雪災害、その他の天災の影響のもとでの侵入盗
難被害
（７）核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の発生の影響のもとでの侵入盗難被害
（８）前号以外の放射線照射又は放射能汚染による侵入盗難被害
（９）盗難の被害が無かった場合
（10）警察に速やかに届出をしていない場合
（11）侵入盗難被害が発生した日から数えて６日以上、当社に報告しな
かった場合
（12）転居先の再入居住宅物件の「仲介・斡旋不動産業者」が当社指
定の不動産会社以外の場合
（13）利用者が、利用規約等に違反した場合
（14）その他、当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合
第３７条（見舞金請求の受付及び支払い）
利用者は事故が発生した場合、５日以内に以下の各項の事項を当社に
報告し、当社所定の申請をしなければいけません。また、当社は、見舞
金請求の受付業務及び侵入盗難対象事故の調査業務を行います。
（１）当社の事故報告受付時の確認事項
①住所、氏名、電話番号、性別
②被害発生の日時と詳細な状況
③公的機関が発行する事故証明書の有無
（２）当社に対して見舞金請求を行う場合、利用者は次の資料を添付し
なければいけません。
①警察署が発行する侵入盗難事故証明書、事故受理番号
②当社所定の事故発生報告書
③盗難に遭った家財等の被害額を証する書類
④被害状況現場の写真
⑤利用者の本人名義の金融機関口座番号等の情報
⑥転居先の賃貸借契約書の写し
⑦その他、当社が必要と認める書類
（３）当社が、再入居費用サポートサービスの対象事故であると判断し
たときは、当社は利用者本人名義の金融機関口座に当社が申請を受
理した月の翌月末までに見舞金をお振込み致します。

第2章　安心サービス

第３章　生活相談ダイヤル

第４章　生活便利サービス

第５章　自転車修理補助金サービス

第６章　再入居費用サポートサービス

[本社] 〒810-0022 福岡市中央区薬院3-2-23 KMGビル6F
　　　　  TEL 092-532-4010　FAX 092-532-4011
[東京オフィス] 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-6-11 若松ビル4F
　　　　  TEL 03-5577-4243　FAX 03-5577-4244
[大阪オフィス] 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 EDGE本町3F
　　　　  TEL 06-7878-8504
[名古屋オフィス] 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-23-21 デラドーラ名駅6F
　　　　  TEL 052-433-8866　FAX 052-433-8867

[管理部] 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-359-1 幸和ビル1F
　　　　　　 TEL 0570-00-4848　FAX 047-702-6869
[東京管理センター] 〒120-0036 東京都足立区千住仲町40-11 朝日生命北千住ビル4F
　　　　　　 TEL 0570-00-4444　FAX 03-6893-0566

販売会社：株式会社ハウスパートナー
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